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学校における携帯電話の取扱等について 

 

 盛夏の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

 さて、本校では、従前より安心して学べる学習環境づくりに取り組んでいますが、授業

の正常化をさらに推進するため、授業中に生徒が所持する携帯電話(スマートフォン)につ

いて、下記のとおり対応しております。 

 つきましては、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いいたします。 

なお、この機会に「ネット上のいじめ」や犯罪被害などから子どもたちを守るために、家

庭でも携帯電話利用に関するルールづくりやフィルタリングの利用についてご検討くださ

い。 

 

 

記 

 

 

１ 授業中の携帯電話所持及び使用について 

 （１） 携帯電話（スマートフォン）を学校に持ってきている生徒は、授業中は音が鳴 

    らない状態にし、自分のロッカーの中、または教卓上のかごに入れてもらいます。 

（２） 授業中、身に付けたり、かばんや机の中に入れておくことは不可とします。 

 （３） （１）、（２）が守られていない場合は、年次や生徒指導部の指導や、保護者に 

来ていただいて特別指導をすることがあります。 

 

２ スマートフォン・携帯電話やゲーム機のインターネット利用について 

携帯電話やゲーム機のネット利用に関するトラブルや事件が頻繁に発生しています。

メールやＳＮＳによる誹謗中傷やインターネットによる有害サイトへのアクセス、出 

会い系での被害やＪＫビジネス等の犯罪や事件に巻き込まれないようにしてください。 

    携帯電話やスマートフォン、スマートウォッチの使用については、情報を正しく安全

に利用することができるよう情報モラルやマナーを守りましょう。 

 


